
堆
肥
散
布
に
よ
る
悪
臭
な
ど
の

発
生
防
止
に
ご
協
力
を

　

こ
れ
か
ら
夏
場
に
か
け
て
、
農
地
へ
の

堆
肥
散
布
の
時
期
を
迎
え
ま
す
。

　

堆
肥
を
散
布
し
た
と
き
、
近
隣
の
住
宅

や
観
光
施
設
な
ど
か
ら
、
悪
臭
や
ハ
エ
な

ど
に
関
す
る
苦
情
を
招
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
平
成
27
年
は
、
悪
臭
苦
情
が
約
20
件

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

堆
肥
を
使
用
す
る
際
に
は
次
の
点
に
注

意
し
、
生
活
環
境
の
保
全
と
水
質
汚
濁
な

ど
の
防
止
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▪
完
熟
堆
肥
の
使
用

　

十
分
発
酵
さ
せ
悪
臭
を
伴
わ
な
い
完
熟

堆
肥
を
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

▪
散
布
後
、
直
ち
に
鋤
き
込
む

　

散
布
後
、
雨

天
に
よ
り
鋤

き
込
み
で
き

な
い
こ
と
の

な
い
よ
う
、

天
候
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

▪
生
活
環
境
に
配
慮
を

　

特
に
住
居
や
観
光
施
設
に
近
い
農
地
に

散
布
す
る
場
合
は
、
生
活
環
境
に
十
分

配
慮
し
、
悪
臭
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

ハ
エ
な
ど
の
害
虫
、
粉
じ
ん
や
汚
水
が

発
生
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▪
過
剰
な
堆
肥
散
布
を
し
な
い

　

地
下
水
汚
染
の
原
因
に
も
な
る
過
剰
な

堆
肥
散
布
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

▼
農
政
課

☎
23
局
３
５
１
７

22
局
３
８
１
７

▼
環
境
政
策
課

☎
23
局
３
５
４
１

23
局
０
１
８
０

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス「
定
期
券
」

の
種
類
が
増
え
ま
す
。

　

昨
年
10
月
、
再
編
運
行
の
開
始
に
伴
い

「
定
期
券
・
回
数
券
」
を
導
入
し
、
今
回
、

バ
ス
利
用
の
利
便

性
を
向
上
す
る
た

め
、
定
期
券
の
種

類
を
増
や
し
、
１

カ
月
～
６
カ
月
の

複
数
月
の
定
期
券

を
購
入
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
、
田
原
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
適
用
日
＝
４
月
１
日
（
金
）
～　

▼
販

売
開
始
＝
３
月
15
日
（
火
）
～　

▼
販
売

金
額
＝
【
路
線
単
独
定
期
券
】
３
０
０
０

円
（
１
カ
月
分
）
～
１
万
８
０
０
０
円
（
６

カ
月
分
）【
路
線
共
通
定
期
券
】
５
０
０
０

円
（
１
カ
月
分
）
～
３
万
円
（
６
カ
月
分
）

▼
販
売
場
所
＝
経
営
企
画
課
・
赤
羽
根
市

民
セ
ン
タ
ー
・
渥
美
支
所
地
域
課
（
市
役

所
執
務
時
間
中
）
／
運
行
車
両
の
車
内
／

運
行
事
業
者
の
事
務
所　

▼
対
象
路
線
＝

田
原
市
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
バ
ス
路
線
※
八
王
子
線

を
除
く

▼
経
営
企
画
課
（
田
原
市
地
域
公
共
交
通

会
議
事
務
局
）

☎
27
局
８
６
０
３

23
局
０
１
８
０

http://w
w

w
.city.tahara.aichi.jp/

第
十
回
特
別
弔
慰
金
の
支
給

　

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
遺
族
で
、

平
成
27
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、「
恩
給

法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」
や
「
戦
傷
病
者

戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年

金
」
な
ど
を
受
け
る
方
（
戦
没
者
の
妻
や

父
母
な
ど
）

が
い
な
い
場

合
に
、
次
の

順
番
に
よ
る

ご
遺
族
お
一

人
に
特
別
弔

慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

▪
支
給
順
位

①
平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者

戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金

の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

②
戦
没
者
な
ど
の
子

③
戦
没
者
な
ど
の
父
母
・
孫
・
祖
父
母
・

兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係

を
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
順
番

が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

④
上
記
①
か
ら
③
以
外
の
戦
没
者
な
ど
の

三
親
等
内
の
親
族
（
甥
、
姪
な
ど
）

※
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き

１
年
以
上
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方

に
限
ら
れ
ま
す
。

▪
支
給
内
容

　

額
面
25
万
円
、
５
年
償
還
の
記
名
国
債

▪
申
請
手
続

　

平
成
30
年
４
月
２
日
ま
で
に
地
域
福
祉

課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
厚
生
労
働
省「
特
別
弔
慰
金
」ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/0000078440.
htm
l

▼
地
域
福
祉
課
☎
23
局
３
５
１
２　

定期券

◆
お
詫
び
と
訂
正

広
報
た
は
ら
平
成
28
年
２
月
15
日
号
10
頁

「
表
彰
」
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
河
合

博
一
さ
ん
に
授
与
さ
れ
た
の
は
、
農
林
水

産
大
臣
表
彰
で
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正

い
た
し
ま
す
。
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